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都道府県防災会議の委員に女性を増やすための取組です。
佐賀県の取組の概要と女性委員としてどのような者を任命したのかについて説明します。
【ポイント】
 災害対策基本法の改正後に新設された８号委員だけではなく、既存の５号・７号委員からも

女性委員を登用。
 ８号委員の任命に当たっては、実際に発災したときのことをよく想定して関連する団体・組織

を幅広く探し、調べた上で依頼したことによりこれだけ多くの女性委員の任命につながって
います。

【前提】
平成24年に災害対策基本法が改正され、地域防災計画の策定等に当たり、多様な主体の意

見を反映できるよう、地方防災会議の委員として、現在充て職となっている防災機関の職員の
ほか、自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者を追加（８号委員）。
（参考資料P.12～14参照。）
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取組のポイントと取組の結果どんなことが起きたのかを説明します。
【ポイント】
 任命に当たっては、単に女性を増やすという観点だけでは無く、より実務的な議論ができる

ようにという目的も含めて委員を任命。
 ５号：一律に全部長を任命するのではなく、より実務的な議論ができるかどうかに着目し、

課長級も含めた管理職の中から委員を厳選し、女性割合を高めています。
 ７号：文書のみではなく、直接依頼することにより、なぜ女性を任命する必要があるかとい

うことや、具体的にどのような人材を推薦するかということまで細かく話し合うことにより、女
性の推薦につながっています。

【結果】
 女性委員の割合は30％を超え、男女共同参画の視点が当たり前のものとして議論が進む

ようになっています。
 委員になったことをきっかけに、所属組織で独自に防災訓練を行ったり、将来的に女性を

委員として推薦するための勉強会が行われるようになったりする等、数字に見えない部分
でも効果が認められています。
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